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平成２８年第３回関川村議会定例会会議録（第４号） 

 

〇議事日程 

平成２８年８月４日（木曜日） 午前１０時 開議 

第 １  諸般の報告 

第 ２  議案第５８号 財産の取得について 

第 ３  議員派遣    

 

○本日の会議に付した事件 

第 １  諸般の報告 

第 ２  議案第５８号 財産の取得ついて 

第 ３  議員派遣    

 

○出席議員（１０名） 

１番 近     良  平  君   

３番 小  澤     仁  君 ４番 加  藤  和  泰  君 

５番 鈴  木  万 寿 夫  君 ６番 髙  橋  忠  夫  君 

７番 髙  橋  正  之  君 ８番 菅  原     修  君 

９番 伝     信  男  君   

 

○欠席議員（２人） 

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者 

村 長 平   田   大   六   君 

副 村 長 佐   藤   忠   良   君 

教 育 長 佐   藤   修   一   君 

総 務 課 長 加   藤   善   彦   君 

税務会計課長 井   上   広   栄   君 

住民福祉課長 中   束   正   子   君 

農林観光課長

 

伊   藤       隆   君 

建設環境課長 髙   橋   賢   吉   君 
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○事務局職員出席者 

事 務 局 長 佐   藤   充   代 
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          午前10時00分  開 議 

○議長（近 良平君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は８名です。２番、伊藤敏哉さん、10番、平田広さんから欠席の連絡があり

ました。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  議事進行にご協力をお願いいたします。 

 

日程第１、諸般の報告 

○議長（近 良平君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

  同法第235条の２第３項の規定による、平成28年5月分、6月分の例月出納検査の結果報告書が提出

されております。議員控室に保管してありますのでごらんください。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

   

日程第２、議案第５８号 財産の取得について 

○議長（近 良平君） 日程第２、議案第５８号 財産の取得についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（平田大六君） おはようございます。本日、本会議の開催のお願いをいたしましたところ議

員の皆様方におかれましてはお盆前の大変ご多用のところご出席をいただきましてありがとうござ

いました。 

  議案第58号、財産の取得についての提案の理由を申し上げます。本年度の投書予算に計上してお

りますスクールバスの更新によりまして、国の補助金の内示をいただき購入の手続きを進めて参り

ました。昨日、指名競争入札により業者が内定し仮契約を締結いたしております。それを受けまし

て、関川村議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例第３条の規定によりまして、

議会の議決をいただきたいというものでございます。 

  取得財産はスクールバス２台、契約金額1,436万4,000円、契約の相手方は関川村片貝の伊藤整備

工場、代表は伊藤春雄氏であります。なお、指名いたしました業者はいずれも村内の業者でありま

して、株式会社松田輪業、伊藤整備工場、田村自動車整備工場、有限会社関川自動車の4社でありま

す。落札率は94.6％であります。詳細のデータも添えてありますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（近 良平君） これで提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

  これで質疑を終わります。 
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  ただいま議題となっています議案第58号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員

会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第58号については委員会付託を省略します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

          （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第58号を採決します。 

  お諮りいたします。本案について原案のとおり決するにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

          

日程第３、議員派遣について 

○議長（近 良平君） 日程第３、議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。会議規則第129条の規定により、お手元に配付しました内容で議員を派遣すること

にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、日程第３、議員派遣についてはお手元に配付のとおり議員を派遣することに決定い

たしました。 

    以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。大変ご苦労さまでした。 

午前１０時０５分  散 会 


